
二
三

一
、
始
め
に

　

大
川
は
か
つ
て
、

　
　
「『
暦
事
明
原
』
成
書
考
」（
上
）（
下
）注
１

を
著
し
、
以
下
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。

①�

『
暦
事
明
原
』
こ
そ
が
、康
熙
五
二
年
に
成
っ
た
『
御
定
星
暦
考
原
』

の
元
本
で
あ
り
、
当
時
康
熙
帝
の
簡
命
を
受
け
て
、
李
光
地
ら
が
こ

の
『
暦
事
明
原
』
に
改
訂
を
加
え
て
作
り
上
げ
た
の
が
、『
星
暦
考
原
』

に
他
な
ら
な
い
。こ
の『
星
暦
考
原
』成
書
の
二
八
年
後
に
な
っ
た『
協

紀
辨
方
書
』
は
、
そ
の
中
心
部
分
で
あ
る
諸
々
の
暦
注
の
循
環
規
則

や
そ
の
由
来
を
述
べ
た
「
義
例
」
が
ほ
と
ん
ど
『
星
暦
考
原
』
に
基

づ
く
。
よ
っ
て
、『
星
暦
考
原
』
の
元
と
な
っ
た
『
暦
事
明
原
』
の

来
源
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
つ
て
東
洋
世
界
を
風
靡
し
た
暦

注
書
『
協
紀
辨
方
書
』
に
載
る
様
々
な
暦
注
の
来
源
を
た
ど
り
得
る
。

②�

『
暦
事
明
原
』
は
、
大
川
が
当
時
知
り
え
た
と
こ
ろ
で
は
、
現
在
韓

国
の
ソ
ウ
ル
大
学
の
奎
章
閣
図
書
館
や
蔵
書
閣
に
蔵
さ
れ
て
い
る
テ

キ
ス
ト
が
今
日
み
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
は
、
李
氏
朝
鮮
期
の
書
家
韓
構
の
字
体
を
模
し
た
銅
活
字
で
印
刷

さ
れ
た
も
の
で
、
李
氏
朝
鮮
王
朝
の
粛
宗
期
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
奎
章
閣
本
も
蔵
書
閣
本
も
そ
の
時
同
時
に

印
刷
さ
れ
た
同
一
の
版
本
で
あ
る
。

③�

『
暦
事
明
原
』
五
巻
の
著
者
は
、
元
の
曹
震
圭
で
あ
る
。
元
朝
に
お

い
て
司
天
台
算
暦
科
管
勾
と
い
う
職
に
あ
っ
た
彼
は
、
至
元
一
九
年

に
起
こ
っ
た
ア
フ
マ
ド
暗
殺
事
件
と
そ
の
後
の
ア
フ
マ
ド
一
族
の
誅

殺
事
件
に
連
座
し
て
死
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
暦
事
明
原
』
は

そ
れ
以
前
に
成
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。（
こ
の
書
の
作
成
の
意
図

は
、
恐
ら
く
元
朝
司
天
台
や
曹
震
圭
自
身
が
収
集
し
た
唐
・
宋
期
の

暦
注
書
の
記
載
を
総
合
化
し
、
暦
注
関
連
の
語
彙
や
暦
注
の
循
環
規

則
等
に
統
一
性
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
）。

④�

ま
た
、
奎
章
閣
本
や
蔵
書
閣
本
の
『
暦
事
明
原
』
は
、
恐
ら
く
元
朝

期
に
朝
鮮
に
伝
え
ら
れ
、
朝
鮮
で
は
相
当
長
期
に
わ
た
っ
て
、
こ
の

　
北
京
大
学
図
書
館
蔵
『
暦
事
明
原
』
の
発
見
と
新
た
な
校
訂
（
上
）

大
川
俊
隆
　
大
野
裕
司
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書
に
基
づ
い
て
王
朝
の
毎
年
発
行
す
る
暦
に
暦
注
が
加
え
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
、
粛
宗
期
に
至

り
銅
活
字
に
よ
り
印
刷
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑤�

『
暦
事
明
原
』
は
、
年
ご
と
や
月
ご
と
の
吉
凶
の
種
々
の
暦
注
を
記

載
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
暦
注
に
つ
い
て
、（
1
）
そ
の
暦
注

の
大
ま
か
な
性
格
、（
2
）
そ
の
暦
注
に
あ
た
る
月
日
や
方
角
が
何

事
を
な
す
の
に
吉
な
の
か
、
あ
る
い
は
凶
な
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ

し
て
、（
3
）
そ
の
暦
注
の
循
環
規
則
を
述
べ
、
最
後
に
（
4
）�

曹

震
圭
自
身
が
（
1
）（
2
）（
3
）
を
総
合
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
暦
注
に

対
す
る
自
ら
の
見
解
を
述
べ
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。（
4
）

は
曹
氏
の
見
解
で
あ
る
の
で
除
い
て
、（
1
）（
2
）（
3
）
の
部
分

に
つ
い
て
は
、
曹
震
圭
の
手
で
要
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
限
界
性
は

あ
る
が
、基
本
的
に
曹
震
圭
あ
る
い
は
元
朝
司
天
台
が
収
集
し
た
唐
・

宋
期
の
様
々
な
暦
注
書
の
記
載
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑥�

唐
・
宋
期
の
暦
注
書
が
ほ
と
ん
ど
滅
ん
で
い
る
今
日
、『
暦
事
明
原
』

に
採
録
さ
れ
て
い
る
唐
宋
期
の
暦
注
の
文
は
、
敦
煌
文
書
や
敦
煌
暦

書
に
残
存
す
る
暦
注
記
録
や
諸
々
の
文
献
に
引
用
さ
れ
て
い
る
暦
注

書
の
逸
文
と
相
互
に
参
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
暦
注
研
究
の
新
し

い
水
準
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
秦
漢
期
の
日
書
や
漢
簡
に

し
ば
し
ば
現
れ
る
吉
凶
の
暦
注
に
つ
い
て
も
、
そ
の
す
べ
て
で
は
な

い
が
、『
暦
事
明
原
』
所
載
の
暦
注
と
関
連
性
を
有
し
て
い
る
も
の

が
あ
り
、
よ
っ
て
日
書
や
漢
簡
暦
注
の
研
究
に
も
有
効
性
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、『
暦
事
明
原
』
は
、
中
国
前
近
代
期
の

暦
注
研
究
の
基
本
資
料
と
も
云
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
で
あ

る
。

　

以
上
が
拙
論
に
よ
っ
て
、明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
の
要
約
で
あ
る
が
、

大
川
は
こ
の
拙
論
を
終
わ
る
に
際
し
て
、
今
後
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
四
つ
の
課
題
を
拙
論
の
末
尾
に
記
し
た
。そ
の
第
一
は
、『
暦
事
明
原
』

の
別
の
テ
キ
ス
ト
の
発
見
と
そ
れ
を
用
い
て
の
校
訂
の
必
要
性
に
つ
い

て
で
あ
る
。
即
ち
、

　

�　

最
初
に
、
奎
章
閣
本
の
『
暦
事
明
原
』
は
誤
字
・
脱
字
が
多
い
の

で
、
更
に
校
訂
可
能
な
別
の
テ
キ
ス
ト
を
見
出
し
て
、
更
に
正
確
な

校
訂
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
韓
国
に
は
、
或
い
は
活
字
本
に

置
き
換
え
る
前
の
抄
本
の
『
暦
事
明
原
』
が
残
存
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
。
こ
の
発
見
に
は
、
韓
国
の
版
本
研
究
に
詳
し
い
研
究
者
の

協
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
注
２
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
古
典
籍
を
読
む
場
合
で
も
云
え
る

こ
と
で
あ
る
が
、
校
訂
作
業
を
経
て
い
な
か
っ
た
り
、
校
訂
を
な
す
こ

と
が
で
き
な
い
書
は
、
ま
さ
に
読
む
に
難
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
れ
は
、
大
川
が
、
奎
章
閣
本
『
暦
事
明
原
』
を
研
究
す
る
に
際
し

て
も
痛
感
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
大
川
は
、
奎
章
閣
本
『
暦
事

明
原
』
を
そ
の
改
訂
本
で
あ
る
『
星
暦
考
原
』
を
以
て
と
り
あ
え
ず
校

訂
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
成
果
を
、
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「
奎
章
閣
本
『
暦
事
明
原
』
校
訂
稿
」（
一
）︱（
五
）注
３

と
し
て
発
表
し
た
。「
稿
」
と
し
た
の
は
、
校
訂
に
用
い
た
の
が
、『
暦

事
明
原
』
の
改
訂
本
で
あ
る
と
い
う
限
界
性
を
大
川
自
ら
が
認
識
し
て

い
た
が
故
で
あ
る
。
そ
し
て
、後
に
必
ず
や
別
の
テ
キ
ス
ト
を
発
見
し
、

真
の
校
訂
を
行
い
た
い
と
い
う
願
望
の
意
も
込
め
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
れ
以
後
、
大
川
自
身
は
『
暦
事
明
原
』
の
新
し
い
テ
キ
ス
ト
を
発
見

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

二
、
北
京
大
学
図
書
館
蔵
『
暦
事
明
原
』
の
発
見

　

大
川
が
こ
れ
ら
の
拙
論
を
発
表
し
て
一
〇
年
ほ
ど
経
っ
た
今
か
ら
二

年
前
の
こ
と
、
当
時
（
二
〇
一
〇
年
）
北
海
道
大
学
大
学
院
の
文
学
研

究
科
の
博
士
号
を
取
得
し
、
北
京
外
国
語
大
学
に
留
学
し
て
い
た
大
野

裕
司
と
偶
然
会
う
機
会
が
あ
っ
た
。
大
野
は
、
出
土
し
た
秦
漢
期
の
術

数
文
献
の
研
究
を
進
め
て
い
る
研
究
者
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
大
野
よ

り
、「
北
京
大
学
図
書
館
に
『
暦
事
明
原
』
の
抄
本
が
蔵
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
」注
４
と
い
う
情
報
を
教
示
さ
れ
た
。こ
の
情
報
に
、大
川
は
驚
き
、

「
こ
れ
が
本
当
な
ら
や
っ
と
『
暦
事
明
原
』
の
校
訂
が
可
能
に
な
る
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う
期
待
を
抱
い
た
が
、当
時
大
川
は
、『
九
章
算
術
』

や
新
た
に
出
土
し
た
秦
漢
期
の
算
術
文
献
の
研
究
に
主
力
を
そ
そ
い
で

い
た
た
め
、
北
京
に
自
ら
赴
く
こ
と
が
で
き
ず
、
大
野
に
そ
の
確
認
を

依
頼
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
本
当
に
奎
章
閣
本
や
蔵
書
閣
本
の
『
暦

事
明
原
』
と
は
別
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
と
確
認
を
と
っ
た
上
で
、
そ
の

複
写
を
依
頼
し
た
。

　

北
京
大
学
図
書
館
蔵
の
『
暦
事
明
原
』
が
奎
章
閣
本
と
は
別
テ
キ
ス

ト
で
あ
る
と
の
確
認
は
す
ぐ
に
と
れ
た
が
、
複
写
の
方
は
、
北
京
大
学

図
書
館
の
テ
キ
ス
ト
複
写
に
対
す
る
制
限
や
大
野
の
個
人
的
事
情
も

あ
っ
て
、
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
昨
年
（
二
〇
一
一
年
）

の
夏
、
北
京
大
学
図
書
館
本
の
『
暦
事
明
原
』（
以
下
、「
北
京
大
学
本
」

と
呼
ぶ
）
の
撮
影
が
可
能
と
な
り
、
大
野
が
そ
の
撮
影
の
任
に
当
た
っ

た
結
果
、
大
川
は
そ
の
複
写
し
た
も
の
を
実
見
で
き
、
こ
の
テ
キ
ス

ト
の
全
貌
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
北
京
大
学
図
書
館
本
の
発
見
の
功

と
そ
の
複
写
の
労
は
す
べ
て
大
野
に
負
っ
て
い
る
。（
本
稿
も
大
川
と

大
野
の
共
同
論
文
と
い
う
形
を
と
る
の
も
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
で
あ

る
）。

三
、
北
京
大
学
本
の
来
歴

　

本
節
で
は
北
京
大
学
本
『
暦
事
明
原
』
の
来
歴
に
つ
い
て
述
べ
る
と

と
も
に
、
そ
の
価
値
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

北
京
大
学
本
第
一
巻
の
第
一
葉
冒
頭
「
暦
事
明
原
第
一
」
の
次
行
「
目

録
」
と
書
か
れ
た
そ
の
下
部
に
は
「
濟
南
周
氏
藉
書
園
印
」
の
蔵
書
印

が
押
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。「
濟
南
周
氏
」
と
は
、
周
永
年

（
一
七
三
〇
︱
一
七
九
一
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　

周
永
年
、
字
は
書
昌
、
一
字
は
書
愚
、
ま
た
の
字
は
静
函
、
号
は
林

汲
山
人
。
済
南
歴
城
の
人
で
清
代
乾
隆
期
の
文
献
学
者
で
あ
り
著
名
な
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蔵
書
家
で
あ
る
注
５
。

　

彼
は
、
乾
隆
三
六
年
（
一
七
七
一
）
の
会
試
・
殿
試
で
進
士
と
な
り
、

散
官
の
後
、
乾
隆
三
八
年
（
一
七
七
三
）、『
永
楽
大
典
』
の
校
輯
の
た

め
徴
せ
ら
れ
て
四
庫
全
書
館
に
入
り
、
以
後
四
庫
全
書
編
修
に
携
わ
っ

た
。
ま
た
、
四
庫
全
書
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
、
周
氏
は
そ
の
蔵
書
を

大
量
に
献
書
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

周
永
年
に
つ
い
て
は
趙
威
維
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、以
後
、

周
永
年
に
関
す
る
記
述
は
主
に
こ
れ
に
よ
る
注
６
。

　

蔵
書
印
に
言
う
「
藉
書
園
」
と
は
「
借
書
園
」
と
も
書
き
、
彼
の
書

屋
の
名
で
あ
る
。
借
書
園
の
蔵
書
目
録
で
あ
る
『
借
書
園
書
目
』
五
巻

は
現
存
し
て
お
り
注
７
、
そ
の
書
の
子
部
・
第
二
一
葉
・
歴
法
に
は
「
歴

事
明
原
五
巻
（
未
詳
撰
人
）」（「
歴
」
は
「
暦
」
の
避
諱
）
と
あ
り
、『
暦

事
明
原
』
の
著
録
が
確
認
で
き
る
。

　

北
京
大
学
本
の
蔵
書
印
と
『
借
書
園
書
目
』
の
こ
の
記
載
に
よ
り
、

北
京
大
学
本
『
暦
事
明
原
』
は
も
と
も
と
周
永
年
の
借
書
園
の
蔵
本
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

周
永
年
は
四
庫
全
書
と
非
常
に
関
わ
り
が
深
い
人
物
な
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
点
が
、
こ
の
北
京
大
学
本
『
暦
事
明
原
』
と

四
庫
全
書
本
の
『
星
暦
考
原
』
と
の
関
係
で
あ
る
。『
暦
事
明
原
』
自

体
は
四
庫
全
書
お
よ
び
存
目
に
は
著
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、『
暦

事
明
原
』
の
康
煕
朝
に
お
け
る
改
訂
版
た
る
『
星
暦
考
原
』
が
四
庫
全

書
に
も
採
録
さ
れ
て
お
り
、
よ
っ
て
そ
の
四
庫
提
要
に
お
い
て
、
該
書

作
成
に
当
た
っ
て
は
曹
震
圭
の
『
暦
事
明
原
』
が
参
照
に
さ
れ
た
こ
と

が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

康
煕
朝
の
『
星
暦
考
原
』
作
成
に
当
た
っ
て
使
用
さ
れ
た
『
暦
事
明

原
』
の
版
本
は
、
こ
の
北
京
大
学
本
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
以
下
こ
の
可
能
性
の
有
無
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

ま
ず
、上
述
の
と
お
り
『
借
書
園
書
目
』
に
は
「
歴
事
明
原
五
巻
（
未

詳
撰
人
）」
と
あ
り
、周
永
年
が
『
借
書
園
書
目
』
を
編
纂
し
た
時
に
は
、

『
暦
事
明
原
』
の
作
者
が
何
者
で
あ
る
か
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
、『
星
暦
考
原
』
の
四
庫
提
要
に
は
「
曹
振マ
マ

圭
『
暦
事
明
原
』」

と
あ
り
、
ま
た
『
星
暦
考
原
』
の
書
中
に
「
曹
震
圭
謂
」
の
句
が
頻
見

せ
ら
れ
る
の
で
、『
星
暦
考
原
』
の
四
庫
提
要
の
作
者
は
『
暦
事
明
原
』

の
作
者
が
曹
震
圭
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
。

　

北
京
大
学
本
『
暦
事
明
原
』
は
奎
章
閣
本
と
異
な
り
、
巻
頭
に
「
司

天
算
暦
科
管
勾
曹
震
圭
」
と
い
う
元
朝
に
お
け
る
作
者
の
職
名
も
氏
名

も
示
さ
な
い
。
ま
た
、
奎
章
閣
本
が
曹
震
圭
自
身
の
見
解
を
述
べ
る
箇

所
で
は
「
震
圭
謂
」
と
記
す
の
に
対
し
て
、
北
京
大
学
本
は
「
圭
謂
」

と
あ
る
の
み
で
あ
る
（「
圭
」
字
は
小
字
）。
こ
れ
よ
り
、
周
永
年
が
北

京
大
学
本
を
抄
写
し
た
（
あ
る
い
は
、
抄
写
さ
せ
た
）
時
点
で
は
、
彼

に
は
本
書
の
作
者
が
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で

は
、
か
れ
は
、『
星
暦
考
原
』
も
奎
章
閣
本
系
統
の
『
暦
事
明
原
』
も

見
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。こ
の
こ
と
は
上
述
し
た
よ
う
に
、彼
が
、『
暦
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事
明
原
』
を
含
む
自
身
の
蔵
書
目
録
『
借
書
園
書
目
』
を
編
纂
し
た
時

点
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、『
暦
事
明
原
』
に
は
「
未
詳
撰
人
」

と
記
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
北
京
大
学
本
『
暦
事
明
原
』
と
四
庫
全
書
本

の
『
星
暦
考
原
』
は
直
接
的
な
関
連
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
奎
章
閣
本
『
暦
事
明
原
』
と
も
関
連
は
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
し
、北
京
大
学
本
『
暦
事
明
原
』
巻
一
の
「
大
耗
」
の
文
末
、「
圭

所
謂
義
在
月
凶
篇
」
の
後
ろ
に
行
の
右
側
に
寄
せ
た
形
で
「
曹
震
圭
也
」

と
あ
る
注
８
。

　

ま
た
、
巻
三
「
四
離
日
」
の
文
末
、「
圭
謂
、
四
離
者
…
分
離
去
而

不
再
來
。
其
忌
如
此
」
の
後
ろ
に
唐
突
に
、
や
は
り
行
の
右
側
に
寄
せ

た
形
で
「
曹
震
圭
也
」
の
記
述
が
現
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
曹
震
圭
也
」
の
記
述
は
『
暦
事
明
原
』
の
文
意
と
は

ま
っ
た
く
関
わ
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
「
圭
謂
」
の
「
圭
」
が
曹
震
圭
で

あ
る
こ
と
を
示
す
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、「
圭
」
が
曹
震
圭

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
時
点
で
加
え
ら
れ
た
後
記
の
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
周
氏
に
、「
圭
」
が
曹
震
圭
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
時
点

と
は
、『
借
書
園
書
目
』
の
編
纂
よ
り
も
さ
ら
に
後
で
あ
っ
た
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

　

で
は
、
周
永
年
が
、
自
身
の
蔵
書
目
録
『
借
書
園
書
目
』
を
編
纂
し

た
の
は
何
時
な
の
か
、
そ
し
て
『
暦
事
明
原
』
の
著
者
を
曹
震
圭
だ
と

知
り
え
た
の
は
何
時
な
の
か
。

　

周
永
年
が
『
借
書
園
書
目
』
を
編
纂
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
正
確
に

は
わ
か
ら
な
い
。

　

桂
馥
の
書
い
た
「
周
先
生
伝
」
注
９
に
、

　
　

�　

但
喜
買
書
。
有
賈
客
出
入
大
姓
・
故
家
得
書
、
輒
帰
先
生
。
凡

五
万
巻
。
先
生
見
収
蔵
家
易
散
、　

有
感
於
曹
石
倉
及
釈
道
蔵
、

作
『
儒
蔵
説
』、
約
余
買
田
、
築
「
借
書
園
」、
祠
漢
経
師
伏
生

等
、
聚
書
其
中
、
招
致
来
学
、
苦
力
屈
不
就
、
顧
余
所
得
書
悉
属

之
矣
。
県
令
胡
德
琳
延
先
生
与
青
州
李
文
藻
同
脩
『
歴
城
県
志
』、

即
出
其
書
、
肆
力
捜
討
、
既
成
。
学
士
朱
筠
目
以
詳
慎
。
後
成
進

士
、
…

と
あ
り
、
借
書
園
は
彼
の
進
士
及
第
以
前
に
成
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
ま
た
、王
培
筍
の
『
郷
園
憶
旧
録
』注
10

巻
二
の
「
周
林
汲
先
生
」

の
条
に
、

　
　

�　

其
家
蔵
書
最
多
、
先
生
在
館
時
蒙
上
垂
問
家
蔵
書
籍
、
刻
有
二

部
注
11

、遂
以
進
呈
。
点
出
一
千
余
部
進
之
。
後
印
以「
御
宝
」発
還
、

堂
官
某
求
暫
留
借
観
、
未
数
日
而
家
籍
没
、
遂
入
大
内
矣
。

と
あ
る
。
彼
が
四
庫
全
書
館
に
あ
っ
た
頃
、
四
庫
全
書
に
採
録
す
る
べ

き
書
を
選
ん
で
い
た
乾
隆
帝
の
下
問
に
対
し
て
、
彼
は
二
部
の
家
蔵
の
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書
目
を
進
呈
し
た
。
そ
の
一
が
、
彼
の
年
少
時
の
蔵
書
を
編
し
た
『
水

西
書
屋
目
録
』注
12

（
こ
の
書
は
現
存
し
な
い
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い

な
い
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
が
、
恐
ら
く
は
『
借
書
園
書
目
』
で
あ
っ
た

ろ
う
。
続
い
て
、
こ
の
乾
隆
帝
の
下
問
に
応
え
る
形
で
、
恐
ら
く
、
二

つ
の
書
目
に
載
る
相
当
数
の
書
が
四
庫
全
書
館
に
献
上
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
献
書
し
た
書
が
実
際
に
「
一
千
余
部
」
も
あ
っ
た
の
か

否
か
は
今
は
知
り
う
べ
く
も
な
い
が
。

　

趙
威
維
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
周
永
年
の
四
庫
全
書
館
へ
の
献
書
は

二
回
あ
る
。
一
は
、
周
氏
が
四
庫
全
書
館
に
入
る
前
に
、
山
東
巡
撫
を

通
し
て
献
書
し
た
も
の
。
次
は
、
四
庫
全
書
館
に
入
っ
た
後
、
直
接
献

書
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
方
が
、『
郷
園
憶
旧
録
』
に
記
載
さ
れ

て
い
る
乾
隆
帝
の
要
請
に
答
え
て
の
献
書
で
あ
る
。

　

そ
の
と
き
に
『
借
書
園
書
目
』
中
よ
り
献
書
さ
れ
た
書
に
つ
い
て
は
、

趙
威
維
氏
が
、
文
淵
閣
『
四
庫
全
書
総
目
』
中
に
著
録
さ
れ
る
「
編
修

周
永
年
家
蔵
本
」と
い
う
記
載
か
ら
三
十
三
種
の
書
を
確
定
し
て
い
る
。

こ
の
三
十
三
種
の
書
中
、
今
伝
わ
る
『
借
書
園
書
目
』
に
著
録
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
四
種
の
み
で
、
他
の
廿
九
種
は
著
録
さ
れ
て
い
な

い
。

　

こ
の
こ
と
は
な
に
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
乾
隆
帝
に
見

せ
た
『
借
書
園
書
目
』
の
中
の
書
で
献
上
を
要
求
せ
ら
れ
、
実
際
に
献

上
し
た
書
は
、
借
書
園
に
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら

の
書
は
そ
の
後
『
郷
園
憶
旧
録
』
に
記
載
さ
れ
る
事
情
に
よ
っ
て
、
借

書
園
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。よ
っ
て
、後
に『
借
書
園
書
目
』

の
中
か
ら
除
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
四
庫
全
書
総

目
』
中
に
著
録
さ
れ
、
か
つ
『
借
書
園
書
目
』
中
に
も
載
る
四
種
に
つ

い
て
は
、
あ
る
い
は
『
水
西
書
屋
目
録
』
中
の
書
で
あ
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
現
在
に
伝
わ
る
『
借
書
園
書
目
』

は
、
周
氏
の
第
二
次
献
書
の
後
に
、
献
書
し
た
書
は
除
い
て
、
再
編
纂

さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
時
点
で
も
、
周

氏
は
、『
暦
事
明
原
』
の
著
者
は
曹
震
圭
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
、
そ
の
再
編
修
さ
れ
た
年
代
は
何
時
頃
な
の
か
。
こ
れ
は
あ
る

程
度
わ
か
る
。

　

現
在
に
伝
わ
る
『
借
書
園
書
目
』
に
は
二
本
あ
る
。
一
は
劉
喜
海
味

経
書
屋
抄
本
で
、
一
は
李
璋
煜
愛
吾
斎
抄
本
で
あ
る
。
前
者
は
、『
山

東
文
献
集
成
』
第
一
輯
に
収
め
ら
れ
る
が
、
後
者
は
未
刊
で
あ
る
。

趙
威
維
氏
に
よ
れ
ば
、
後
者
に
は
巻
首
に
章
学
誠
の
「
藉
書
園
書
目

敘
」
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
章
氏
は
『
借
書
園
書
目
』
の
序
を
作
っ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
章
氏
と
周
氏
が
知
り
合
っ
た
の
が
乾
隆
四
〇
年

（
一
七
七
五
）
で
あ
る
の
で
、
そ
の
前
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
乾
隆
四
〇
年
に
は
今・

に・

伝・

わ・

る・

『
借

書
園
書
目
』
は
既
に
完
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
乾
隆
四
〇
年
と
い

え
ば
、
周
氏
が
四
庫
全
書
館
に
入
っ
て
三
年
目
で
あ
る
。

　

周
永
年
は
、
乾
隆
三
八
年
に
「
校
勘
永
楽
大
典
纂
修
兼
分
校
官
」
と

い
う
職
掌
で
四
庫
全
書
館
に
入
っ
た
が
、
そ
の
主
要
な
仕
事
は
、『
永

楽
大
典
』
中
よ
り
佚
書
を
収
輯
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
章
学
誠
の
「
周
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書
昌
別
伝
」
注
13

に
、

　
　

�　

従
『
大
典
』
輯
佚
時
、
書
昌
無
間
風
雨
寒
暑
、
目
尽
九
千
巨
冊
、

計
一
万
八
千
有
余
、
丹
鉛
標
識
、
摘
抉
編
摩
、
於
是
永
新
劉
氏
兄

弟
『
公
是
』『
公
非
』
諸
集
以
下
、
又
得
十
有
余
家
、
皆
前
人
所

未
見
者
、
咸
著
於
録
。

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、周
氏
は
こ
の
輯
佚
の
作
業
に
全
力
を
傾
注
し
た
。

（『
借
書
園
書
目
』
は
そ
の
間
に
編
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
）。
そ
の
作

業
が
一
段
落
を
迎
え
る
と
、
自
ら
が
『
永
楽
大
典
』
よ
り
輯
佚
し
た
書

に
つ
い
て
「
提
要
」
を
書
き
、
そ
れ
ら
を
乾
隆
帝
に
奉
り
、
四
庫
全
書

へ
採
録
す
る
か
否
か
の
皇
帝
の
裁
決
を
俟
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
に
相

当
の
年
月
を
要
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　

周
永
年
が
輯
佚
本
以
外
の
四
庫
全
書
提
要
の
作
成
に
携
わ
っ
た
か
否

か
、
ま
た
携
わ
っ
た
と
し
た
ら
、
い
つ
頃
に
な
る
の
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
、
少
し
考
察
を
進
め
よ
う
。

　

四
庫
全
書
の
最
初
の
一
セ
ッ
ト
が
完
成
す
る
の
は
、
乾
隆
三
八
年

（
一
七
七
三
）
に
四
庫
全
書
館
が
開
か
れ
て
か
ら
八
年
経
っ
た
乾
隆

四
六
年
（
一
七
八
一
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
八
年
間
の
間
に
、
四

庫
全
書
に
採
録
さ
れ
た
書
の
提
要
が
集
め
ら
れ
、
凡
例
の
具
体
化
や
そ

の
凡
例
に
あ
わ
せ
る
た
め
に
、
何
度
も
修
改
を
加
え
ら
れ
た
後
、『
四

庫
全
書
総
目
』
と
し
て
完
成
し
、
乾
隆
帝
に
進
呈
せ
ら
れ
る
の
が
、
乾

隆
四
七
年
（
一
七
八
二
）
で
あ
る
。
こ
の
『
四
庫
全
書
総
目
』
の
巻
首

の
「
辦
理
四
庫
全
書
在
事
諸
臣
職
名
」
の
中
に
、「
翰
林
院
編
修　
臣
周

永
年
」
と
彼
の
名
が
見
え
る
の
で
、
彼
が
四
庫
全
書
総
目
提
要
の
編
纂

に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
書
の
提
要
を
執
筆
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
全
く
資
料
の
な
か
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

趙
威
維
氏
は
、
陳
垣
の
『
中
国
仏
教
史
籍
概
説
』
の
中
の
、
周
永
年

に
係
る
一
節
を
紹
介
し
て
い
る
。

　　
　

�　
『
四
庫
提
要
』成
書
倉
促
、謬
誤
本
多
。
惟
釈
家
類
著
録
十
三
部
、

存
目
十
二
部
、
謬
誤
尚
少
、
此
必
稍
通
仏
学
者
所
為
。
…
今
『
四

庫
提
要
』『
開
元
釈
教
録
』
条
下
、
注
云
「
江
西
按
察
使
王
昶
家

蔵
本
」、
而
存
目
『
正
宏
集
』
条
下
、
則
注
云
「
編
修
周
永
年
家

蔵
本
」。
吾
因
此
頗
疑
釈
家
提
要
出
永
年
手
、
故
舛
誤
尚
不
多
也
。

�　

周
永
年
は
、『
大
典
』
輯
佚
の
作
業
に
一
段
落
つ
い
た
後
に
、
恐
ら

く
子
部
を
中
心
と
し
た
提
要
の
執
筆
に
関
わ
っ
て
い
た
注
14

。
だ
と
す

れ
ば
、『
星
暦
考
原
』
の
提
要
も
そ
の
書
の
内
容
も
目
睹
し
た
に
違
い

な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
、『
暦
事
明
原
』
の
著
者
が
曹
震
圭
で

あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
時
に
は
『
借
書

園
書
目
』
は
別
人
に
抄
録
さ
れ
流
伝
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
記
述

を
変
え
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。

　

彼
は
、
借
書
園
に
保
存
さ
れ
て
い
た
『
暦
事
明
原
』
の
内
に
「
曹
震

圭
也
」
と
書
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
書
目
』
の
中
の
「
撰
者
未
詳
」
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と
い
う
記
述
に
訂
正
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
筆
者
が
推
測

す
る
、
北
京
大
学
本
『
暦
事
明
原
』
に
「
曹
震
圭
也
」
と
い
う
後
記
が

加
え
ら
れ
た
理
由
で
あ
る
。

四
、
北
京
大
学
本
の
書
写
字
体
の
特
徴
に
つ
い
て

　

北
京
大
学
本
の
『
暦
事
明
原
』
は
、
抄
写
本
で
あ
り
、
一
つ
一
つ
の

文
字
自
体
は
非
常
に
端
正
な
筆
体
に
よ
っ
て
抄
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

文
字
は
、
四
庫
全
書
館
に
お
い
て
諸
本
を
筆
録
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ

た
筆
体
に
似
て
い
る
。
こ
れ
は
、
北
京
大
学
本
が
、
四
庫
全
書
纂
修
に

徴
せ
ら
れ
た
周
永
年
の
籍
書
園
の
所
蔵
本
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
四
庫
全
書
の
抄
写
に
当
た
っ
た

よ
う
な
、
専
門
の
書
工
が
こ
の
本
の
抄
写
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
注
15

。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
周
氏
の
筆
跡
の
如
何
と
も
関

連
す
る
こ
と
で
、
現
在
で
は
、
こ
れ
以
上
追
求
し
が
た
い
問
題
で
あ
り
、

今
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。

　

こ
れ
と
同
時
に
、
北
京
大
学
本
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
指
摘
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
筆
録
の
際
に
、
俗
字
が
極
め
て
多
く
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

今
、
巻
一
の
中
か
ら
そ
れ
ら
の
文
字
を
挙
げ
、
そ
の
各
々
の
文
字
が

『
宋
元
以
来
俗
字
譜
』
に
載
る
か
載
ら
な
い
か
、
載
る
場
合
に
は
、『
俗

字
譜
』
が
俗
字
を
採
録
し
て
い
る
版
本
を
記
し
て
お
く
。（
複
数
の
版

本
に
そ
の
字
が
見
え
る
場
合
は
、
最
も
古
い
版
本
を
挙
げ
て
お
く
）。

　

�（
1
）
陰
→
阴
（
通
俗
小
説
）　　
（
2
）
陽
→
阳
（
通
俗
小
説
）　　

（
3
）
變
→

（
列
女
伝
）　　
（
4
）
離
→
离
（
取
経
詩
話
）　

　

�（
5
）
數
→
数
（
列
女
伝
）　　
（
6
）
猶
→
犹
（
通
俗
小
説
）

　
（
7
）
萬
→
万
（
列
女
伝
）　　
（
8
）
稱
→

（
列
女
伝
）　　

　
（
9
）
體
→
体
（
通
俗
小
説
）　　
（
10
）�

勸
→

（
目
蓮
記
）

　

�（
11
）
勞
→

（
目
蓮
記
）　　
（
12
）
於
→
于
（『
俗
字
譜
』
に
無
し
）

（
13
）
故
→
放
（
古
今
雑
劇
）　　
（
14
）
積
→
（『
俗
字
譜
』
に
無
し
）

（
15
）
雲
→
云
（
通
俗
小
説
）　　
（
16
）
凶
→
（『
俗
字
譜
』
に
無
し
）

　

�（
17
）
麗
→
力
（『
俗
字
譜
』
に
無
し
）　　
（
18
）
會
→
会
（
通
俗
小
説
）

（
19
）
興
→

（
列
女
伝
）　

衝
→
冲
（『
俗
字
譜
』
に
無
し
）　

　

�（
20
）
觀
→

（
通
俗
小
説
）　　
（
21
）
舉
→

（
金
瓶
梅
）　

　
（
22
）
闘
→

（
古
今
雑
劇
）　　
（
23
）
對
→

（
通
俗
小
説
）　　

　
（
24
）
怪
→
恠
（
取
経
詩
話
）　　
（
25
）
劫
→
（『
俗
字
譜
』
に
無
し
）

　

�（
26
）
克
→
尅
（『
俗
字
譜
』
に
無
し
）　　
（
27
）
驛
→
（『
俗
字
譜
』

に
無
し
）　　
（
28
）
牀
→
床
（『
俗
字
譜
』
に
無
し
）

　

�　

こ
れ
ら
の
俗
字
が
現
れ
た
最
初
の
文
献
を
み
る
と
、
宋
代
の
刊
本

『
古
列
女
伝
』
か
ら
、
清
代
初
め
の
刊
本
『
目
蓮
記
弾
詞
』
や
清
嘉

慶
年
間
の
刊
本
『
金
瓶
梅
奇
書
前
後
部
』
ま
で
確
認
で
き
る
。
即
ち
、

宋
元
期
よ
り
清
代
中
期
ま
で
民
間
で
用
い
ら
れ
た
俗
字
が
北
京
大
学

本
に
は
万
遍
な
く
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

次
の
事
実
が
確
認
で
き
よ
う
。

（
一�

）
北
京
大
学
本
は
、
俗
字
だ
け
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
書
写
年
代
は
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お
お
よ
そ
清
代
嘉
慶
年
間
ま
で
下
る
こ
と
に
な
る
が
、
乾
隆
年
間

の
籍
書
園
の
蔵
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
乾
隆
年
間
ま
で

に
書
写
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

（
二�

）こ
の
よ
う
に
、極
め
て
多
く
の
俗
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

清
朝
の
大
学
者
で
あ
っ
た
周
永
年
の
籍
書
園
に
お
い
て
、
も
と
も

と
正
字
で
書
か
れ
て
い
た
の
を
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
よ
う
な
俗
字
で
書

写
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
籍
書
園
が
書
写
し
た
元
の
テ

キ
ス
ト
が
多
く
の
俗
字
を
用
い
て
書
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。

（
三�

）
こ
の
元
の
テ
キ
ス
ト
は
、
恐
ら
く
極
め
て
民
間
に
近
い
系
統
で

伝
え
ら
れ
て
い
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
籍
書
園

に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
書
写
す
る
時
に
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
原
貌

を
残
す
べ
く
、
元
の
テ
キ
ス
ト
を
忠
実
に
写
し
て
い
っ
た
に
相
違

な
い
。

（
四�

）
よ
っ
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
李
氏
朝
鮮
の
王
室
の
活
字
本
た

る
奎
章
閣
本
と
は
全
く
系
統
を
異
に
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

（
こ
の
こ
と
は
、
校
訂
を
行
っ
た
過
程
か
ら
も
確
認
で
き
る
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
巻
五
ま
で
の
校
訂
終
了
後
に
述
べ
る

こ
と
と
す
る
）。

五
、
北
京
大
学
本
を
用
い
た
校
訂
（
巻
一
）

　
（
以
下
、「
奎
」
は
奎
章
閣
本
を
、「
北
」
は
北
京
大
学
本
を
表
す
。

『
星
暦
考
原
』
に
同
文
が
見
え
る
場
合
は
、『
星
暦
』
と
し
て
そ
の
文
も

挙
げ
る
。
挙
げ
て
い
な
い
も
の
は
、『
星
暦
考
原
』
に
は
同
文
が
な
い
。

ま
た
奎
章
閣
本
に
基
づ
い
て
、「
2
オ
」
な
ど
と
葉
数
と
そ
の
表
・
裏

を
挙
げ
て
お
い
た
）。

　

1
、（
2
オ
︱
2
ウ
）「
十
二
支
」

　

奎�

「
三
爻
辰
者
象
也
。
謂
陽
道
至
此
成
物
象
。
著
顯
於
下
體
之
上
。

可
當
諸
侯
之
任
。
類
同
星
辰
也
」。

　

北�

「
三
爻
辰
者
象
也
。
謂
阳
道
至
此
成
物
象
。
若
顕
於
下
体
之
上
。

可
當
諸
侯
之
任
。
数
同
星
辰
也
」。

　

2
、（
2
ウ
）「
十
二
支
」

　

奎
「
四
爻
午
者
交
也
。
…
意
願
交
於
外
。
以
求
薦
天
下
之
賢
」。

　

北
「
四
爻
午
者
交
也
。
…
意
願
交
於
外
。
以
求
天
下
之
賢
」。

　
（
北
本
に
「
薦
」
字
無
し
）

　

3
、�（
2
ウ
）「
十
二
支
」

　

奎�

「
五
爻
申
身
也
。
伸
也
。
重
也
。
容
也
。
謂
五
以
陽
明
之
徳
居
君

子
之
世
」。

　

北�
「
五
爻
申
身
也
。
伸
也
。
重
也
。
容
也
。
謂
五
以
陽
阴
之
徳
居
君

子
之
世
」。

　

4
、（
2
ウ
）「
十
二
支
」
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奎
「
上
爻
戌
者
恤
也
。
陽
道
至
此
。
亢
極
而
憂
恤
」。

　

北
「
上
爻
戌
者
恤
也
。
陽
道
至
此
。
元
極
而
憂
恤
」。

　

5
、（
3
オ
）「
六
陰
辰
者
」

　

奎�

「
二
爻
巳
者
似
也
。…
故
曰
似
。謂
居
小
人
之
道
。不
可
言
貞
固
也
」。

　

北�

「
二
爻
巳
者
似
也
。…
故
曰
似
。謂
居
小
人
之
道
。不
可
言
自
固
也
」。

　

6
、（
3
オ
）「
六
陰
辰
者
」

　

奎
「
三
爻
卯
者
校
也
。
以
陰
居
下
體
之
上
。
…
故
言
校
也
」。

　

北
「
三
爻
卯
者
狡
也
。
以
陰
居
下
體
之
上
。
…
故
言
狡
也
」。

　

7
、（
3
ウ
）「
十
干
」

　

奎
「
甲
者
堅
也
。
…
又
云
。
甲
者
是
有
情
之
物
」。

　

北
「
甲
者
堅
也
。
…
又
云
。
甲
者
是
有
晴
之
物
」。

　

8
、（
3
ウ
）「
十
干
」

　

奎�

「
丙
者
光
也
。
…
艮
者
萬
物
始
終
之
位
。
幽
冥
之
所
。
故
用
光
明

配
焉
。
是
故
懸
象
著
明
者
日
月
也
」。

　

北�

「
丙
者
光
也
。
…
艮
者
万
物
始
終
之
位
。
幽
冥
之
所
。
故
用
光
明

配
焉
。
是
故
懸
象
者
明
者
日
月
也
」。

　
　
（�『
易
』
繋
辞
上
に
「
縣
象
著
明
莫
大
乎
日
月
」
と
あ
る
の
で
、「
著

明
」
と
す
べ
し
）。

　

9
、（
4
オ
）「
十
干
」

　

奎
「
丁
者
定
也
。
…
夫
婦
之
道
有
恒
久
。
其
必
悦
樂
。
故
兌
者
悦
」。

　

北
「
丁
者
定
也
。
…
夫
婦
之
道
有
悟
久
。
見
必
悦
樂
。
故
兌
者
悦
」。

　

10
、（
4
オ
）「
十
干
」

　

奎
「
己
者
紀
也
。
極
也
。
會
也
。
陽
極
則
陰
生
。
来
會
于
陽
」。

　

北
「
己
者
紀
也
。
極
也
。
會
也
。
陽
極
則
陰
生
。
来
合
于
陽
」。

　

11
、（
4
オ
）「
十
干
」

　

奎「
辛
者
新
也
。
味
不
美
也
。・・・
終
不
如
故
。
其
味
不
勝
。
故
曰
辛
」。

　

北「
辛
者
新
也
。
味
不
美
也
。・・・
終
不
如
故
。
其
味
□
□
。
故
曰
辛
」。

　
　
（
北
本
は
二
字
分
空
格
）

　

12
、（
4
ウ
）「
十
干
」

　

奎�

「
癸
者
揆
也
。
…
子
者
陰
終
之
位
。
故
寄
此
焉
。
故
甲
乙
配
東
方

木
也
。
…
戊
己
以
配
中
央
土
也
。
又
云
。
配
四
維
之
方
辰
戌
丑
未

也
」。

　

北�

「
癸
者
揆
也
。
…
子
者
陰
終
之
位
。
故
寄
此
焉
。
故
得
甲
乙
配
東

方
木
也
。
…
戊
己
以
配
中
央
土
也
。
又
云
。
配
四
離
之
方
戌
丑
未

也
」。

　
　
（「
故
」
字
の
下
、
奎
本
に
「
得
」
字
無
し
）。

　

13
、（
6
オ
）「
十
二
月
建
通
變
卦
氣
」

　

奎
「
三
月
建
辰
。
是
坎
家
九
二
之
得
比
」。

　

北
「
三
月
建
辰
。
是
坎
家
九
二
之
得
此
」。

　

14
、（
6
オ
）「
十
二
月
建
通
變
卦
氣
」

　

奎�

「
五
月
建
午
。
乃
艮
之
六
二
之
得
蠱
。
…
又
按
蠱
卦
説
文
。
先
甲

三
日
。
後
甲
三
日
。
自
甲
子
・
甲
寅
・
甲
辰
三
甲
至
此
。
陽
氣
将

終
也
。
故
先
甲
三
日
。
又
自
甲
申
・
甲
戌
・
甲
子
陽
氣
復
生
。
爲

後
甲
三
日
」。

　

北�

「
五
月
建
午
。
乃
艮
之
六
二
之
得
蠱
。
…
又
按
蠱
卦
悦
文
。
先
甲

三
日
。
後
甲
三
日
。
故
甲
子
・
甲
寅
・
甲
辰
三
甲
至
此
。
陽
氣
将
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終
也
。
故
云
先
甲
三
。
又
自
後
甲
甲
申
・
甲
戌
・
甲
子
陽
氣
復
生
。

後
甲
三
日
」。

　
　
（�
北
本
は「
悦
」を「
説
」の
義
で
用
い
る
。
両
字
は
通
用
字
。
以
下
、

一
々
採
ら
な
い
）。

　

15
、（
7
オ
）「
十
二
月
建
通
變
卦
氣
」

　

奎�

「
九
月
建
戌
。
…
寒
氣
忽
至
。
貴
賎
皆
務
於
内
、以
會
天
地
之
蔵
。

故
得
之
歸
魂
」。

　

北�

「
九
月
建
戌
。
…
寒
氣
忽
。
貴
賎
皆
務
於
内
、
以
合
天
地
之
蔵
。

放
得
之
歸
魂
」。

　
　

�（
北
本
に「
忽
」の
下「
至
」字
無
し
。
北
本
の「
放
」は「
故
」の
俗
字
。）

　

16
、（
7
オ
）「
十
二
月
建
通
變
卦
氣
」

　

奎�

「
十
月
建
亥
。
…
天
地
不
通
。
閉
塞
成
冬
。
斂
積
聚
謹
盖
蔵
」。

　

北�

「
十
月
建
亥
。
…
天
地
不
通
。
閉
塞
成
冬
。
斂

聚
謹
盖
藏
」。

　
　
（「

」
は
お
そ
ら
く
「
積
」
の
俗
字
）。

　

17
、（
7
オ
）「
十
二
月
建
通
變
卦
氣
」

　

奎�

「
故
萬
物
伏
蔵
。
悉
歸
於
土
。
得
十
月
之
坤
之
歸
魂
。
易
曰
。
致

役
乎
坤
也
」。

　

北�

「
故
万
物
伏
蔵
。
悉
帰
於
土
。
得
十
月
之
坤
之
帰
魂
。
易
曰
。
致

後
乎
坤
也
」。

　
　
（
今
、『
易
』
説
卦
に
「
役
」
に
作
る
）。

　

18
、（
7
ウ
）「
十
二
月
建
通
變
卦
氣
」

　

奎�

「
十
二
月
建
丑
。
…
又
按
大
有
説
文
。
其
得
剛
健
而
文
明
。
應
乎

乾
而
時
行
。
此
之
謂
也
」。

　

北�

「
十
二
月
建
丑
。
…
又
按
大
有
悦
文
。
其
得
剛
健
向
文
明
。
應
乎

乾
而
時
行
之
。
此
之
謂
也
」。

　
　
（�

今
、『
易
』
大
有
に
「「
而
」
に
作
り
「
向
」
に
作
ら
ず
、「
行
」

下
に
「
之
」
字
無
し
）。

　

19
、（
7
ウ
）「
十
二
月
建
通
變
卦
氣
」

　

奎�

「
右
自
丑
至
午
六
建
得
二
爻
。
自
未
至
子
六
建
得
五
爻
。
皆
變
入

歸
魂
者
何
也
」。

　

北�

「
右
自
丑
至
午
六
建
得
二
爻
。
自
未
至
子
六
建
得
五
爻
。
皆
変
爻

帰
魂
何
也
」。

　

20
、（
7
ウ
）「
真
奇
数
」

　

奎
「
真
奇
数
正
理
在
絪
縕
正
数
今
術
篇
」。

　

北
「
真
奇
数
正
理
在
絪
縕
正
数
合
術
篇
」。

　

21
、（
8
ウ
）「
真
奇
数
」

　

奎
「
皆
合
其
數
也
。
又
揚
子
雲
作
太
玄
。
説
五
聲
十
二
律
数
。
以
甲
配
子
」。

　

北
「
此
白
合
其
數
也
。
又
揚
子
云
作
天
文
。
悦
五
声
十
二
律
数
。
以
甲
配
子
」。

　
　
（
北
本
「
此
白
」
は
「
皆
」
の
誤
写
）。

　

22
、（
8
ウ
）「
九
仙
擇
時
」

　

奎
「
経
曰
。
十
三
吉
時
。
十
四
凶
時
。
…
二
十
二
吉
時
」。

　

北�

「
経
曰
。
十
三
吉
時
。
十
四

時
。
…
二
十
二

時
」。

　

23
、（
9
オ
）「
九
仙
擇
時
」

　

奎
「
故
易
曰
。
乾
健
也
。
…
离
麗
也
。
相
見
乎
离
。
吉
也
」。

　

北
「
故
易
曰
。
乾
健
也
。
…
离
力
也
。
相
見
乎
离
。
吉
也
」。

　
　
（
按
ず
る
に
「
麗
」「
力
」
は
同
音
通
仮
）。
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24
、（
9
オ
）「
四
殺
没
時
」

　

奎
「
傳
曰
。
四
殺
者
寅
午
戌
、
火
。
殺
在
丑
。
…
没
者
臨
四
維
者
」。

　

北
「
傳
曰
。
四
殺
者
寅
午
戌
、
火
。
煞
在
丑
。
…
没
者
臨
四
离
者
」。

　

25
、（
9
ウ
）「
天
乙
貴
神
」

　

奎
「
震
圭
謂
。
天
乙
者
乃
紫
微
宮
南
門
左
樞
之
旁
」。

　

北
「
圭
謂
。
天
乙
者
乃
紫
微
宮
南
門
右
樞
之
旁
」。

　
　
（�『
星
暦
』
に
「
曹
震
圭
曰
。
天
乙
者
乃
紫
微
宮
南
門
左
樞
旁
之
一

星
。
萬
神
之
主
掌
也
」
に
作
る
）。

　

26
、（
10
オ
）「
天
乙
貴
神
」

　

奎
「
故
曰
貴
神
。
然
丑
者
陽
界
之
神
。
子
位
子
方
」。

　

北
「
故
曰
貴
神
。
然
丑
者
陽
界
之
神
。
子
位
子
旁
」。

　

27
、（
10
ウ
）「
太
歳
」

　

奎�

「
神
樞
経
曰
。
太
歳
人
君
之
象
。
率
領
諸
神
。
統
正
方
位
幹
運
時

序
。
總
成
歳
功
。
以
上
元
閼
逢
困
敦
之
歳
。
起
建
於
子
」。

　

北�

「
神
樞
経
曰
。
太
歳
人
君
之
象
。
率
領
諸
神
。
説
正
方
位
幹
運
時

序
。
総
成
歳
功
。
以
上
元
開
逢
困
敦
之
歳
。
起
建
於
子
」。

　
　
（『
星
暦
』
は
奎
本
と
同
じ
）。

　

28
、（
10
ウ
）「
太
陰
」

　

奎�

「
神
樞
経
曰
。
…
所
理
之
地
。
不
可
興
修
。
惟
履
之
學
道
則
吉
。

常
居
歳
後
二
辰
」。

　

北�

「
神
樞
経
曰
。
…
所
理
之
地
。
不
可

修
。
惟
履
之

道
則
吉
。

常
居
後
二
辰
」。

　
　
（�

北
本
に
「
常
居
」
の
下
、「
歳
」
字
無
し
。『
星
暦
』
に
は
「
歳
」

字
あ
り
）。

　

29
、（
11
オ
）「
太
陰
」

　

奎
「
故
叔
序
考
暦
曰
。
天
地
凶
缺
。
必
在
凶
醜
」。

　

北
「
故
叔
序
考
歷
曰
。
天
地

缺
。
必
在
凶
醜
」

　
　
（「
暦
」
と
「
歷
」
は
通
用
）。

　

30
、（
11
ウ
）「
奏
書
」

　

奎
「
廣
聖
暦
曰
。
奏
書
者
歳
之
貴
神
也
。
掌
奏
記
。
主
同
察
」。

　

北
「
廣
聖
暦
曰
。
奏
書
者
歳
之
貴
神
也
。
掌
奏
記
。
主
同
察
」。

　
　
（「
同
」
字
、『
星
暦
』
に
「
伺
」
に
作
る
）。

　

31
、（
11
ウ
）「
奏
書
」

　

奎
「
蓬
羸
書
曰
。
歳
在
東
方
。
奏
書
在
東
北
維
」。

　

北
「
蓬
羸
書
曰
。
歳
在
東
方
。
奏
書
在
東
比
維
」。

　
　
（『
星
暦
』
は
「
東
北
維
」
に
作
る
）。

　

32
、（
12
オ
）「
博
士
」

　

奎
「
堪
輿
経
曰
。
博
士
者
常
與
奏
書
所
衝
」。

　

北
「
堪
餘
経
曰
。
博
士
者
常
与
奏
書
所
冲
」。

　
　
（�「
堪
與
経
」
の
「
與
」
は
、北
本
に
「
餘
」
や
「
金
余
」
に
作
る
。

奎
本
の
「
衝
」
の
俗
字
が
「
冲
」、
以
下
一
々
採
ら
な
い
）。

　

33
、（
12
オ
）「
力
士
」

　

奎
「
明
時
總
要
曰
。
歳
在
東
方
。
力
士
在
東
南
維
」。

　

北
「
明
時
総
要
曰
。
歳
在
東
方
。
力
士
在
東
方
維
」。

　
　
（『
星
暦
』
は
「
東
南
維
」
に
作
る
）。

　

34
、（
12
ウ
）「
蠶
室
」
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奎
「
堪
與
経
曰
。
蠶
室
者
歳
之
凶
神
也
。
主
絲
繭
綿
帛
之
事
」。

　

北
「
堪
餘
経
曰
。
蠶
室
者
歳
之

神
也
。
主
絲
繭
綿
事
之
事
」。

　
　
（『
星
暦
』
は
「
主
絲
繭
綿
帛
之
事
」
に
作
る
）。

　

35
、（
12
ウ
）「
蠶
室
」

　

奎�

「
禮
記
曰
。
…
君
皮
弁
素
積
。
卜
三
宮
之
世
婦
之
吉
者
。
使
入
蚕

于
蚕
室
。
奉
種
浴
于
川
。
桑
于
公
桑
。
風
戻
以
食
之
。
…
因
少
牢

禮
之
」。

　

北�

「
礼
記
曰
。
…
君
皮
弁
素
積
。
十
三
宮
之
世
婦
之
吉
者
。
使
入
蠶

于
蠶
室
。
奉
種
浴
于
川
。
桑
于
公
桑
。
風
矣
以
食
之
。
…
因
少
牢

祀
之
」。

　

36
、（
13
オ
）「
蠶
室
」

　

奎�

「
又
按
。
月
令
曰
。
季
春
之
月
。
后
妃
齋
戒
。
親
東
郷
躬
桑
。
…

以
共
郊
廟
之
服
。
無
有
敢
情
」。

　

北�

「
又
按
。
月
令
曰
。
季
春
之
月
。
后
妃
齊
戒
。
親
東
郷
躬
桑
。
…

以
共
郊
廟
之
服
。
無
有
敢
惰
」。

　
　
（「
月
令
」
で
は
、「
齋
戒
」「
無
有
敢
惰
」
に
作
る
）。

　

37
、（
13
ウ
）「
蚕
官
」

　

奎
「
黎
幹
曰
。
歳
在
東
方
。
居
戌
。
在
南
方
。
居
丑
」。

　

北
「
黎
幹
曰
。
歳
在
東
方
。
居
戌
。
在
南
方
。
居
五
」。

　
　
（『
星
暦
』
は
「
居
丑
」
に
作
る
）。

　

38
、（
14
オ
）「
歳
刑
」

　

奎
「
曽
門
経
曰
。
…
金
剛
火
強
。
各
守
其
方
。
木
落
水
流
趣
末
」。

　

北�

「
曽
門
経
曰
。…
金
剛
火
強
。各
守
其
方
。木
落
帰
根
。水
流
趣
末
」。

　
　
（
奎
本
に「
帰
根
」の
二
字
無「
木
落
帰
根
。
水
流
趣
末
」に
作
る
）。

　

39
、（
14
オ
）「
歳
刑
」

　

奎
「
翼
奉
曰
。
…
亥
卯
未
木
之
位
。
刑
在
北
方
。
言
木
恃
榮
觀
」。

　

北
「
翼
奉
曰
。
…
亥
卯
未
木
之
位
。
刑
在
北
方
。
言
木
恃

華
」。

　
　
（�

北
本
は
も
と
「

」
と
あ
っ
た
が
、

の
右
に
「
華
」
と
訂
正

が
あ
る
。『
星
暦
』
は
「
榮
華
」
に
作
る
）。

　

40
、（
14
オ
）「
歳
刑
」

　

奎
「
廣
聖
暦
曰
。
歳
刑
之
地
。
攻
城
戰
陣
。
不
可
犯
之
」。

　

北
「
廣
聖
暦
曰
。
歳
刑
之
地
。
攻
城
陣
戰
。
不
可
犯
之
」。

　
　
（『
星
暦
』
は
「
攻
城
陣
戰
」
に
作
る
）。

　

41
、（
14
オ
）「
歳
殺
」

　

奎
「
歳
殺
」

　

北「
歳
殺　

三　

三
殺
者
皆
陰
氣
最
盛
之
方
也
。陽
生
陰
殺
之
理
也
」。

　
　
（�「
歳
殺
」
は
表
題
。
奎
本
に
「
三
」
以
下
の
文
無
し
。
北
本
の
文

は
表
題
の
下
に
付
せ
ら
れ
る
。「
三
」
は
「
三
殺
」
の
事
か
）。

　

42
、（
14
ウ
）「
破
敗
五
鬼
」

　

奎
「
乾
坤
寶
典
曰
。
…
暦
例
曰
。
壬
甲
之
年
在
巽
」。

　

北
「
乾
坤
暦
典
曰
。
…
暦
例
曰
。
壬
申
之
年
在
巽
」。

　
　
（�

北
本
は
「
黄
幡
」
で
は
「
乾
坤
宝
典
」
に
作
る
。
こ
こ
は
単
純

な
誤
写
か
）。

　

43
、（
15
ウ
）「
吊
客
」

　

奎
「
吊
客
」

　

北
「
弔
客
」
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（「
吊
」
は
「
弔
」
の
俗
字
。
以
下
、
一
々
採
ら
な
い
）。

　

44
、（
15
ウ
）「
吊
客
」

　

圭
「
吊
客
者
歳
之
凶
神
也
。
主
疾
病
哭
泣
之
事
」。

　

北
「
弔
客
者
歳
之
凶
神
也
。
主
疾
病
哀
泣
之
事
」。

　
　
（�『
星
暦
』
に
は
「
紀
歳
暦
曰
」
と
し
、
そ
の
後
「
弔
客
者
歳
之
凶

神
也
。
主
疾
病
哀
泣
之
事
」
と
続
け
る
）。

　

45
、（
15
ウ
）「
吊
客
」

　

奎�

「
震
圭
謂
。
吊
者
是
歳
君
之
賓
客
也
。
主
伺
疾
病
哀
泣
之
事
。
故

問
生
曰
唯
問
。
死
曰
吊
客
」。

　

北�

「
圭
謂
。
弔
者
是
歳
君
之
賓
客
也
。
主
伺
疾
病
哀
泣
之
事
。
故
問

主
曰
唁
問
。
死
曰
弔
客
」。

　

46
、（
15
ウ
）「
黄
幡
」

　

奎
「
乾
坤
寶
典
曰
。
黄
幡
者
旌
旗
也
。
…
常
居
合
墓
辰
」。

　

北
「
乾
坤
寶
典
曰
。
黄
幡
者
旌
旗
也
。
…
常
居
合
墓
辰
」。

　
　
（『
星
暦
』
に
、「
合
墓
」
は
「
三
合
墓
」
に
作
る
）。

　

47
、（
15
ウ
︱
16
オ
）「
黄
幡
」

　

奎�

「
廣
聖
暦
曰
。
黄
幡
者
。
寅
午
戌
歳
在
戌
。
申
子
辰
歳
在
辰
。
亥

卯
未
歳
在
未
。
巳
酉
丑
歳
在
丑
。
震
圭
謂
。
黄
幡
者
。
歳
君
安
居

之
位
」。

　

北
「
廣
聖
暦
曰
。
黄
幡
者
。
歳
君
安
居
之
位
」。

　
　
（�

北
本
に
「
寅
午
戌
歳
在
戌
」
以
下
の
三
十
字
脱
落
。『
星
暦
』
は

奎
本
に
同
じ
）。

　

48
、（
16
オ
）「
黄
幡
」

　

奎�

「
又
按
。
洞
源
経
曰
。
将
出
乎
中
軍
。
盖
張
于
庫
上
。
此
之
謂
也
」。

　

北�

「
又
洞
源
経
曰
。
時
出
乎
中
軍
。
盖
張
于
庫
上
。
此
之
謂
也
」。

　
　
（�

北
本
と
『
星
暦
』
に
「
按
」
字
無
し
。
ま
た
、
北
本
、「
盖
」
は

も
と
「
益
」
に
作
る
が
、
右
に
「
盖
」
と
訂
正
。
ま
た
、『
星
暦
』

に
は
「
将
」
に
作
る
）。

　

49
、（
16
オ
）「
豹
尾
」

　

奎�

「
豹
尾
者
亦
旌
旗
之
象
。
…
其
所
在
不
可
嫁
娶
・
納
奴
婢
・
進
六

畜
及
興
動
」。

　

北�

「
豹
尾
者
亦
旌
旗
之
象
。
…
其
所
在
不
可
嫁
娶
・
内
奴
婢
・
進
六

畜
及
興
動
」。

　
　
（�「
内
」
は
「
納
」
の
元
字
に
し
て
、両
字
は
通
用
す
る
。
以
下
、一
々

採
ら
な
い
）。

　

50
、（
16
ウ
）「
飛
廉
」

　

奎�

「
廣
聖
暦
曰
、…
午
年
在
寅
。
未
年
在
卯
。
申
年
在
寅
。未
年
在
卯
。

申
年
在
辰
。
酉
年
在
亥
」。

　

北�

「
廣
聖
暦
曰
、…
午
年
在
寅
。未
年
在
卯
。申
年
在
寅
。酉
年
在
亥
」。

　
　
（�

奎
本
と
北
本
の
「
寅
」
字
、『
星
暦
』
に
「
辰
」
に
作
る
。
奎
本

「
未
年
在
卯
。
申
年
在
辰
」
の
二
句
重
複
、
誤
写
で
あ
ろ
う
）。

　

51
、（
17
オ
）「
大
耗
」

　

奎
「
震
圭
所
謂
義
。
在
月
凶
篇
」。

　

北
「
圭
所
謂
義
。
在
月
凶
篇
曺
震
圭
也
」。

　
　
（�

北
本
の
「
曺
震
圭
也
」
と
は
「
圭
」
が
誰
か
を
謂
う
も
の
で
、

後
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）。
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52
、（
17
オ
）「
官
符
」

　

奎
「
暦
例
曰
。
…
所
理
之
方
。
不
可
土
工　

舎
守
」。

　

北
「
暦
例
曰
。
…
所
理
之
方
。
不
可
土
工
舎
宇
」。

　
　
（�

奎
本
「
舎
守
」
の
上
に
空
格
あ
り
。
そ
の
意
不
明
。『
星
暦
』
に

「
不
可
興
土
工
」
に
作
り
、「
舎
守
」「
舎
宇
」
の
句
無
し
）。

　

53
、（
17
ウ
）「
病
符
」

　

奎
「
假
令
新
歳
将
王
。
舊
歳
必
衰
。
衰
則
病
也
。
其
義
昭
然
」。

　

北
「
假
令
新
歳
将
旺
。
舊
歳
必
衰
。
衰
則
病
也
。
其
義
昭
然
」。

　
　
（�

北
本
、も
と「
王
」に
作
る
も
右
に「
旺
」と
訂
正
。「
王
」と「
旺
」

は
通
用
字
。
以
下
、
採
ら
な
い
。『
星
暦
』
に
「
假
令
」
の
二
字

無
く
、「
新
歳
将
旺
。
旧
歳
必
衰
」
に
作
る
）。

　

54
、（
18
オ
）「
刼
殺
」

　

奎
「
刼
殺
」

　

北
「
刼
殺
一
」

　
　
（
表
題
の
下
、
北
本
に
「
一
」
字
あ
り
）。

　

55
、（
18
オ
）「
刼
殺
」

　

奎
「
震
圭
謂
義
在
月
凶
篇
」。

　

北
「
圭
所
謂
義
在
月

篇
」。

　
　
（
奎
本
に
「
所
」
字
無
し
）。

　

56
、（
18
オ
）「
灾
殺
」

　

奎
「
灾
殺
」

　

北
「
災
殺
二
」

　
　
（��

表
題
。
北
本
の
「
二
」
は
前
の
「
刼
殺
一
」
と
関
連
が
あ
る
か
。

54
を
参
照
）。

　

57
、（
18
オ
）「
灾
殺
」

　

奎「
按
、洞
源
経
云
。
刼
殺
起
於
絶
。
灾
殺
起
於
克
。
言
在
相
克
之
位
」。

　

北「
按
、洞
源
経
云
。
刼
殺
起
於
絶
。
災
殺
起
於
尅
。
言
在
相
尅
之
位
」。

　
　
（�「
尅
」
は
「
剋
」
の
俗
字
。「
剋
」
の
元
字
は
「
克
」。
よ
っ
て
、

三
字
は
通
用
す
る
。
以
下
、
一
々
採
ら
な
い
）。

　

58
、（
18
ウ
）「
伏
兵
」

　

奎
「
伏
兵
大
禍
附
」

　

北
「
伏
兵
」

　
　
（�

表
題
。
北
本
に「
大
禍
附
」無
し
。『
星
暦
』に
表
題「
伏
兵
」の
下
、

「
大
禍
」
有
り
）。

　

59
、（
18
ウ
）「
伏
兵
」

　

奎�

「
震
圭
謂
。
…
如
是
伏
兵
灾
甚
。
大
禍
灾
軽
。
然
木
火
以
其
来
克

者
。
其
理
自
然
。
金
水
則
以
克
彼
者
何
」。

　

北�

「
圭
謂
。
…
如
是
伏
兵
灾
甚
。
大
禍
灾
軽
。
若
木
火
箕
来
尅
者
。

其
理
自
然
。
金
水
則
以
尅
被
者
何
」。

　
　
（�

北
本
の
「
箕
」
は
、或
い
は
「
以
其
」
の
誤
記
か
。『
星
暦
』
は
「
然

木
火
以
其
来
克
者
。其
理
自
然
。金
水
則
以
其
被
克
者
」に
作
る
）。

　

60
、（
19
オ
）「
畜
官
」

　

奎
「
廣
聖
暦
曰
。
…
犯
之
者
。
損
六
畜
傷
財
」。

　

北
「
廣
聖
暦
曰
。
…
犯
之
者
。
折
六
畜
傷
財
」。

　
　
（『
星
暦
』
は
「
損
」
に
作
る
）。

　

61
、（
19
オ
）「
畜
官
」
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奎�

「
震
圭
謂
。
…
以
待
百
官
之
乗
驛
也
。
故
居
三
合
前
辰
。
是
群
臣

府
庭
之
傍
。
其
義
昭
然
」。

　

北�
「
圭
謂
。
…
以
待
百
官
之
乗
馹
也
。
故
居
三
合
前
辰
。
是
群
臣
府

庭
之
旁
。
其
義
照
然
」。

　
　
（�「
旁
」
は
「
傍
」
の
、「
昭
」
は
「
照
」
の
元
字
。
各
々
両
字
通

用
す
る
。
以
下
、採
ら
な
い
。『
星
暦
』は「
以
待
百
官
之
乗
驛
也
。

故
居
三
合
前
辰
。
與
官
符
同
位
」
に
作
る
）。

　

62
、（
19
ウ
）「
大
殺
」

　

奎
「
震
圭
謂
。
大
殺
者
是
歳
三
合
五
行
建
王
之
辰
。
将
星
之
位
」。

　

北
「
圭
謂
。
大
殺
者
是
歳
五
行
建
王
之
辰
。
将
星
之
位
」。

　
　
（�

北
本
に「
三
合
」の
二
字
無
し
。『
星
暦
』に「
三
合
」の
二
字
有
り
）。

　

63
、（
19
ウ
）「
大
殺
」

　

奎
「
今
按
。
洞
玄
経
云
。
将
出
乎
中
軍
。
大
抵
五
行
建
王
之
辰
」。

　

北
「
今
按
。
洞
玄
経
云
。
将
出
乎
中
将
軍
。
大
抵
五
行
建
王
之
辰
」。

　
　
（
奎
本
に
「
将
」
字
無
し
）。

　

64
、（
19
ウ
）「
金
神
」

　

奎�

「
洪
範
篇
曰
。
金
神
者
太
白
之
精
。
白
獸
之
神
。
主
兵
戈
・
喪
亂
・

水
旱
・
徭
役
。
所
理
之
方
。
忌
築
城
池
・
建
宮
室
…
嫁
娶
・
遠
行
・

起
任
。
犯
者
。
横
禍
纏
。
若
犯
干
神
者
。
尤
甚
」。

　

北�

「
洪
範
篇
曰
。
金
神
者
太
白
之
精
。
白

之
神
。
主
兵
戈
・
喪
乱
・

水
旱
・
淫
役
。
所
理
之
方
。
忌
築
城
池
・
建
宮
室
…
嫁
娶
・
遠
行
・

赴
任
。
犯
者
。
横
禍
至
。
若
犯
于
神
者
。
尤
甚
」。

　
　
（�

奎
本
の
「
徭
役
」、
北
本
の
「
淫
役
」
は
『
星
暦
』
に
「
淫
疫
」

に
作
る
）。

　

65
、（
20
ウ
）「
歳
干
合
」

　

奎
「
暦
例
曰
。
…
震
圭
謂
。
在
十
幹
篇
中
」。

　

北
「
暦
例
曰
。
…
震
圭
謂
。
義
在
十
幹
篇
中
」。

　
　
（
奎
本
に
「
義
」
字
無
し
）。

　

66
、（
20
ウ
）「
歳
干
合
」

　

奎�

「
天
寶
暦
曰
。
大
歳
以
下
諸
神
。
其
地
各
有
所
忌
。
如
有
隳
壊
事
。

須
要
修
營
者
。
…
」。

　

北�

「
天
空
暦
曰
。
大
歳
已
下
諸
神
。
其
地
各
有
所
忌
。
如
有

壊
事
。

須
要
修
營
者
。
…
」

　
　
（『
説
文
』
心
部
「

、
恨
也
。
从
心
黎
聲
。
一
曰
怠
也
」）。

　

67
、（
20
ウ
）「
大
歳
出
遊
日
」

　

奎�

「
暦
例
曰
。
大
歳
出
遊
日
者
。
甲
子
日
東
遊
。
己
巳
日
還
位
。
丙

子
日
南
遊
。
辛
巳
日
還
位
。
戊
子
日
遊
中
宮
。
癸
巳
日
還
位
。
庚

子
日
西
遊
。
乙
巳
日
還
位
。
壬
子
日
北
遊
。
丁
巳
日
還
位
」。

　

北�

「
暦
例
曰
。
太
歳
出
遊
日
者
。
甲
子
日
東
遊
。
己
巳
日
還
位
。
壬

子
日
北
遊
。
丁
巳
日
還
位
」。

　
　
（�

北
本
は
「
丙
子
日
南
遊
」
以
下
の
三
十
一
字
脱
落
。『
星
暦
』
は

表
題
を
「
太
歳
以
下
神
殺
出
遊
日
」
に
作
る
）。

　

68
、（
20
ウ
︱
21
オ
）「「
大
歳
出
遊
日
」

　

奎�
「
震
圭
謂
。
太
歳
諸
神
者
陰
氣
之
化
。
地

也
。
盖
子
至
巳
。
乃

陽
氣
建
王
之
辰
。
故
陰
氣
不
敢
用
事
」。

　

北�

「
圭
謂
。
太
歳
諸
神
者
陰
氣
之
化
。
地
祗
也
。
盖
子
至
巳
。
乃
陽



三
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氣
運
王
之
辰
。
故
陰
氣
不
故
用
事
」。

　
　
（『
星
暦
』に「
地
祗
也
。
盖
子
至
巳
。
乃
陽
氣
建
旺
之
辰
」に
作
る
）。

　

69
、（
21
ウ
）「
日
遊
神
」

　

奎
「
震
圭
謂
。
處
於
對
衝
之
位
也
。
…
癸
卯
在
東
房
。
其
安
西
房
也
」。

　

北
「
圭
謂
。
處
於

冲
之
位
也
。
…
癸
亥
在
東
房
。
其
安
西
房
也
」。

　

70
、（
22
オ
）「
宅
龍
」

　

奎
「
震
圭
謂
。
宅
龍
者
青
龍
也
」。

　

北
「
圭
謂
。
宅
龍=

者
青
龍
也
」。

　
　
（
北
本
「
宅
龍
」
の
下
、
重
文
符
号
有
り
）。

　

71
、（
22
オ
︱
22
ウ
）「
人
神
」

　

奎�

「
今
按
。
黄
帝
内
経
・
靈
樞
経
・
甲
乙
経
所
載
。
…
四
日
。
腰
太

陽
分
。
刺
灸
之
。
腰
僂
無
力
」。

　

北�

「
今
按
。
皇
帝
内
経
・
灵
樞
経
・
甲
乙
経
所
戴
。
…
四
日
。
腰
太

陽
分
。
刺
之
。
咽
喉
不
利
。
灸
之
。
腰
倭
無
力
」。

　
　
（�

奎
本
に
「
刺
」
の
下
「
之
咽
喉
不
利
」
の
五
字
無
し
。『
星
暦
』

は
奎
本
に
同
じ
）。

　

72
、（
22
ウ
）「
人
神
」

　

奎�

「
十
八
日
。
在
股
少
陰
分
。
刺
之
。
引
陰
氣
痛
。
十
九
日
。
在
陽

明
分
。
刺
灸
之
。
發
腫
」。

　

北�

「
十
八
日
。
在
股
内
少
阴
分
。
刺
之
。
引
陰
氣
弱
。
十
九
日
。
在

足
阳
明
分
。
刺
灸
之
。
発
腫
」。

　
　
（�

奎
本
に
「
在
股
」
の
下
、「
内
」
字
無
し
。
ま
た
、「
十
九
日
在
」

の
下
、「
足
」
字
無
し
。『
星
暦
』
は
奎
本
に
同
じ
）。

　

73
、（
23
オ
）「
人
神
」

　

奎
「
二
十
日
。
内
踝
少
陰
分
。
刺
之
。
経
筋
攣
」。

　

北
「
二
十
日
。
内
踝
少
阴
分
。
刺
之
。
経
筋

」。

　
　
（�

北
本
の
「

」
は
或
い
は
「
癴
」
字
の
誤
記
か
。『
星
暦
』
は

「

」
に
作
る
）。

　

74
、（
23
オ
）「
人
神
」

　

奎
本
「
二
十
五
日
。
陽
明
分
。
刺
灸
之
。
胃
氣
脹
」。

　

北
本
「
二
十
五
日
。
阳
明
分
。
刺
灸
之
。
胃
氣
帳
」。

　

75
、（
23
オ
）「
人
神
」

　

奎
「
二
十
七
日
。
在
膝
陽
明
分
。
刺
之
。
足
経
厥
逆
」。

　

北
「
二
十
七
日
。
在
膝
阳
明
分
。
刺
之
。
足

厥
逆
」。

　

76
、（
23
オ
）「
人
神
」

　

奎
「
三
十
日
。
陽
明
分
。
月
空
亡
。
不
寫
禁
不
治
。
此
之
謂
也
」。

　

北「
三
十
日
。
足
跌
阳
明
分
。
月
空
亡
。
不
寫
禁
不
治
。
此
之
謂
也
」。

　
　
（�

北
本
の
「
足
跌
」、「
日
」
と
「
阳
」
の
右
傍
に
小
字
で
付
さ
れ

て
い
る
。『
星
暦
』
は
奎
本
に
同
じ
）。

　

77
、（
23
オ
）「
喜
神
」

　

奎�

「
歌
曰
。
甲
己
在
艮
。
乙
庚
乾
。
丙
辛
坤
位
。
喜
神
安
。
丁
壬
寄

向
離
官
坐
」。

　

北�
「
歌
曰
。
甲
己
在
艮
。
乙
庚
乾
。
丙
辛
坤
位
。
喜
神
安
。
丁
壬
寄

向
离
宮
休
」。

　
　
（『
星
暦
』
は
「
丁
壬
寄
向
离
宮
坐
」
に
作
る
）。

　

78
、（
23
ウ
）「
喜
神
」
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奎「
假
令
甲
己
化
土
。
…
丁
壬
化
木
。
生
火
為
子
。
火
王
於
午
離
也
」。

　

北「
假
令
甲
己
化
土
。
…
丁
壬
化
木
。
生
火
為
子
。
火
壬
於
午
盛
也
」。

　
　
（『
星
暦
』
は
「
火
旺
於
午
離
也
」
に
作
る
）。

　

79
、（
24
、
オ
）「
三
元
」

　

奎「
以
上
元
甲
子
起
一
宮
。
中
元
甲
子
起
三
宮
。
下
元
甲
子
起
七
宮
」。

　

北「
以
上
元
甲
子
起
一
宮
。
中
元
甲
子
起
四
宮
。
下
元
甲
子
起
七
宮
」。

注
釈

注
1�
、
大
川
俊
隆
『
大
阪
産
業
大
学
論
集
』
人
文
科
学
編
。（
上
）
は

九
九
号
（
一
九
九
九
年
一
〇
月
）、（
下
）
は
一
〇
一
号
（
二
〇
〇
〇

年
六
月
）。

注
2�
、
注
１
所
引
の
（
下
）
の
「
八
、
終
わ
り
に
︱
以
後
の
課
題
に
つ

い
て
︱
」
参
照
。

注
3�
、
大
川
俊
隆
『
大
阪
産
業
大
学
論
集
』
人
文
科
学
編　

九
九
号
～

一
〇
三
号
（
一
九
九
九
年
一
〇
月
～
二
〇
〇
一
年
三
月
）。

注
4�
、
北
京
大
学
図
書
館
編
『
北
京
大
学
図
書
館
古
籍
善
本
書
目
』

（
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
に
『
暦
事
明
原
』
五
巻

が
記
さ
れ
て
い
る
。

注
5�
、『
清
史
稿
』（
中
華
書
局
本
）
巻
四
八
一
「
儒
林
二
」
に
伝

が
載
る
。

注
6�
、
趙
威
維
「
周
永
年
文
献
学
之
研
究
」（
国
立
台
北
大
学
古
典

文
献
学
研
究
所
碩
士
論
文
、
二
〇
〇
九
年
）。
こ
の
論
文
は
、

碩
士
知
識
加
値
系
統http://ndltd.ncl.edu.tw

に
て
全
文
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
。

注
7�
、『
山
東
文
献
集
成
』
第
一
輯
第
二
八
冊
所
収
、
山
東
大
学
出

版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

注
8
、
本
論
「
五
、
北
京
大
学
本
を
用
い
た
校
訂
」
の
55
を
参
照
。

注
9
、『
晩
学
集
』
巻
七
「
周
先
生
伝
」。

注
10�
、『
続
修
四
庫
全
書
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、二
〇
〇
二
年
三
月
）

集
部
・
別
集
類
に
載
る
。

注
11�
、「
刻
有
二
部
」
の
「
刻
」
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。「
抄
写
し
て

い
た
目
録
二
部
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
趙
威
維
氏
も
こ

れ
を
指
摘
し
て
い
る
。

注
12�
、
こ
の
書
目
は
、
周
氏
年
少
時
の
蔵
書
を
編
し
た
も
の
で
、

こ
の
書
の
序
文
と
し
て
沈
起
元
の
「
書
水
西
書
屋
目
録
後
序
」

が
あ
る
（
趙
威
維
「
周
永
年
文
献
学
之
研
究
」
頁
三
五
）。

注
13�
、
章
学
誠
の
「
周
書
昌
別
伝
」
は
、『
章
学
誠
遺
書
』
第

一
八
、
文
集
三
に
載
る
。

注
14�
、
注
5
所
引
の
『
清
史
稿
』
の
周
永
年
伝
に
「
永
年
在
書
館

好
深
沉
之
思
、
四
部
兵
・
農
・
天
算
・
術
数
諸
家
、
鉤
稽
精
義
、

褒
譏
悉
当
、
為
同
館
所
推
重
」
と
あ
る
。

注
15�
、
周
氏
が
人
を
雇
っ
て
四
庫
全
書
館
の
書
を
借
り
、
抄
写
さ

せ
て
い
た
こ
と
は
、
注
9
所
引
の
周
先
生
伝
に
「
借
館
上
書
、

属
予
為
四
部
考
。
傭
書
工
人
十
人
、
日
鈔
数
十
紙
。
盛
夏
焼



四
一

灯
校
治
。
会
禁
借
官
書
、
遂
罷
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
が

四
庫
全
書
館
に
入
っ
て
以
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
籍
書
園
を

創
設
し
て
以
来
、
書
工
の
人
を
雇
っ
て
貴
重
本
を
抄
録
さ
せ

て
い
た
可
能
性
は
お
お
い
に
あ
る
。


